別記様式第2号(第7条関係)

(表)

第　　　　　号　　
年　　月　　日　　

　住所
　氏名　　　　　　　　　　様

長門市長　　　　　　　　　　　　

指導書

　下記の事項が長門市ポイ捨て等防止条例に違反しておりますので、措置を講ずるよう指導します。

記
	違反事項
	条例第　　条第　　項違反



	措置事項
	　

	改善期限
	　　　　　　　年　　　月　　　日まで




(裏)
	

長門市ポイ捨て等防止条例(抜すい)


　(事業者の義務)
第4条　容器に詰めた飲食料を販売する事業者は、空き缶、空き瓶等の散乱防止及び再資源化を図るため、これらの飲食料を販売する場所に回収容器を設置し、その管理に努めるとともに、市が指示する方法により処理しなければならない。
2　物品を販売する事業者は、ごみの散乱を防止するため過剰包装の抑制に努めなければならない。
3　たばこを販売する事業者は、たばこの吸い殻の散乱の防止について、消費者の意識の高揚に努めなければならない。
4　事業者は、ごみの散乱防止について、消費者の意識の高揚に努めるとともに市が実施する施策に協力しなければならない。
　(土地又は建物の所有者の義務)
第5条　土地又は建物の所有者は、当該土地又は建物におけるごみの散乱を防止するとともに、散乱したごみの清掃に努めなければならない。
2　土地又は建物の所有者は、市が実施する施策に協力しなければならない。
　(指導及び勧告)
第9条　市長は、第4条第1項及び第5条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該関係者に対し指導することができる。
2　市長は、前項の規定による指導を受けた者が正当な理由がなくこれに応じないときは、その者に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。



